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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成31年1月24日(2019.1.24)

【公表番号】特表2018-501043(P2018-501043A)
【公表日】平成30年1月18日(2018.1.18)
【年通号数】公開・登録公報2018-002
【出願番号】特願2017-536857(P2017-536857)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/95     (2013.01)
   Ａ６１Ｆ   2/90     (2013.01)
   Ａ６１Ｆ   2/07     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ    2/95     　　　　
   Ａ６１Ｆ    2/90     　　　　
   Ａ６１Ｆ    2/07     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月7日(2018.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　留置装置と、
　初期構成における前記留置装置に係合するステント装置と、を備え、
　前記留置装置は、患者の大動脈内で並進移動可能で、オペレータ側の端部と遠位端とを
有するロッドと、
　１つ以上の半径方向拘束部材を解放するように構成された第１リリースワイヤと、を備
え、
　前記ステント装置は、前記患者の大動脈弓に係合可能に収容され、かつ前記ステント装
置が差し込まれた場合に左鎖骨下動脈を越えて延びる遠位部と、
　前記遠位部と流体係合したステント部と、
　前記ステント部と流体係合した近位部と、を備え、
　前記ステント部は、少なくとも部分的に浸透性を有し、かつ腕頭動脈、左総頸動脈、左
鎖骨下動脈が接着する大動脈弓の一部にまたがるように構成されており、
　前記半径方向拘束部材は、前記ステント装置の直径を抑制するよう構成されており、
　前記ステント装置の留置構成における直径および長さは、前記ロッドの軸方向の並進移
動、および前記第１リリースワイヤを並進移動させることで前記半径方向拘束部材を１つ
以上解放することによって、変更可能であることを特徴とする、アセンブリ。
【請求項２】
　前記留置装置は、ロッドの軸方向への並進移動を可能にする、ハンドルアセンブリを備
えることを特徴とする、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記留置装置は、前記第１リリースワイヤが延びる第１出口を規定し、
　前記第１リリースワイヤは、１つ以上の前記半径方向拘束部材を解放するように構成さ
れていることを特徴とする、請求項２に記載のアセンブリ。
【請求項４】
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　前記第１出口により選択的に受け入れ可能な第１キャップをさらに備え、
　前記第１リリースワイヤは、前記第１キャップに係合していることを特徴とする、請求
項３に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　前記留置装置は、第２リリースワイヤが延びる第２出口を規定し、
　前記第２リリースワイヤは、追加的に１つ以上の前記半径方向拘束部材を解放するよう
に構成されていることを特徴とする、請求項３に記載のアセンブリ。
【請求項６】
　安全ピンは、前記第１出口によって選択的に収容可能な第１キャップと、前記第２出口
によって選択的に収容可能な第２キャップとの間を張り渡すことにより、前記第２キャッ
プを、前記第１キャップを第１の解放または前記安全ピンを取外さなければ解放すること
できないことを特徴とする、請求項５に記載のアセンブリ。
【請求項７】
　１つ以上の前記半径方向拘束部材は、前記ステント装置の第１部分を解放するように構
成され、かつ追加の１つ以上の前記半径方向拘束部材が、前記ステント装置の第２部分を
解放するように構成されていることを特徴とする、請求項５に記載のアセンブリ。
【請求項８】
　前記留置装置は、ガイドワイヤが通過して延在する第３出口を規定することを特徴とす
る請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項９】
　前記ロッドは、初期の非線形配置における前記遠位端上の先端を規定し、かつ前記先端
を経由する前記ガイドワイヤの前進によって、前記先端が線形配置を規定することを特徴
とする請求項８に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　前記ステント装置は、前記ロッドの前記遠位端上に、前記遠位端を越えて移動すること
を引き止めるための制止部材をさらに規定することを特徴とする請求項９に記載のアセン
ブリ。
【請求項１１】
　前記ロッドは、１つ以上の互いに離間し、前記ロッドから延在する突起を規定すること
を特徴とする、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１２】
　前記ステント部は、網状ステント部材であることを特徴とする、請求項１に記載のアセ
ンブリ。
【請求項１３】
　前記ステント部は、露出した格子状パターンであることを特徴とする、請求項１に記載
のアセンブリ。
【請求項１４】
　前記ステント装置は、前記近位部と係合した環（collar）を備え、前記環は、前記大動
脈と選択的に係合するように構成されていることを特徴とする、請求項１に記載のアセン
ブリ。
【請求項１５】
　前記ステント装置は、患者の解剖学的特徴と係合するための生分解性足場を備えること
を特徴とする、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１６】
　前記ステント装置の前記近位部と係合する近位グラフト部、
　前記ステント装置の前記遠位部と係合する遠位グラフト部、または
　前記近位グラフト部および前記遠位グラフト部の両方をさらに備えることを特徴とする
、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１７】
　前記近位部、前記遠位部、または前記近位部と前記遠位部との両方が、金属製のフレー
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ムによって内的または外的に支持されていることを特徴とする、請求項１６に記載のアセ
ンブリ。
【請求項１８】
　１つ以上の前記半径方向拘束部材が少なくとも１つの滑り継手（slip joint）を備える
ことを特徴とする、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１９】
　差し込まれる場合に、患者の大動脈弓内に係合可能に収容され、かつ左鎖骨下動脈を越
えて延びる遠位部と、
　前記遠位部と流体係合するステント部と、
　前記ステント部は、少なくとも部分的に透過性を有し、かつ、腕頭動脈、左総頚動脈、
前記左鎖骨下動脈が接着する前記大動脈弓の一部にまたがるように構成されており、
　前記ステント部と流体係合する近位部と、を備え、
　留置構成における前記ステント装置の直径および長さは、変更可能であることを特徴と
するステント装置。
【請求項２０】
　留置構成における前記ステント装置の前記直径および前記長さは、前記ステント装置と
係合した留置装置の軸方向の並進移動、および／または前記ステント装置の周囲に配置さ
れた１つ以上の半径方向拘束部材を解放により変更可能であることを特徴とする、請求項
１９に記載のステント装置。
【請求項２１】
　前記ステント装置は、患者の解剖学的特徴に係合する生分解性足場を備えることを特徴
とする、請求項１９に記載のステント装置。
【請求項２２】
　前記近位部を患者の解剖学的特徴に係合するために近位部の周りに配置された環をさら
に備えることを特徴とする請求項１９に記載のステント装置。
【請求項２３】
　前記ステント装置は、前記患者の大動脈内に配置された人口装具にさらに係合している
ことを特徴とする請求項１９に記載のステント装置。
【請求項２４】
　前記人口装具および前記ステント装置は、係合された前記人口装具と前記ステント装置
の長さを調節可能にするため、伸縮自在に係合し、かつ係合の間隔を調節可能であること
を特徴とする請求項２３に記載のステント装置。
【請求項２５】
　前記ステント部は、網状ステント部材であることを特徴とする請求項１９に記載のステ
ント装置。
【請求項２６】
　前記ステント部は、露出した、格子状のパターンであることを特徴とする請求項１９に
記載のステント装置。
【請求項２７】
　前記近位部に係合する近位グラフト部、
　前記遠位部に係合する遠位グラフト部、または
　前記近位グラフト部と前記遠位グラフト部の両方を備えることを特徴とする請求項１９
に記載のステント装置。
【請求項２８】
　前記近位グラフト部、前記遠位グラフト部、または前記近位グラフト部および前記遠位
グラフト部が支持フレームによって内的または外的に支持されていることを特徴とする請
求項２７に記載のステント装置。
【請求項２９】
　留置装置は、患者の大動脈内で並進移動可能で、オペレータ側の端部と遠位端とを有す
るロッドと、
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　１つ以上の半径方向拘束部材を解放するように構成された第１リリースワイヤと、を備
え、
　前記半径方向拘束部材は、ステント装置の直径を抑制するよう構成されていることを特
徴とする留置装置。
【請求項３０】
　　前記留置装置は、ロッドの軸方向への並進移動を可能にする、ハンドルアセンブリを
さらに備えることを特徴とする、請求項２９に記載の留置装置。
【請求項３１】
　前記留置装置は、前記第１リリースワイヤが延びる第１出口を規定し、
　前記第１リリースワイヤは、１つ以上の前記半径方向拘束部材を解放するように構成さ
れていることを特徴とする、請求項２９に記載の留置装置。
【請求項３２】
　前記第１出口により選択的に受け入れ可能な第１キャップをさらに備え、
　前記第１リリースワイヤは、前記第１キャップに係合していることを特徴とする、請求
項３１に記載の留置装置。
【請求項３３】
　前記留置装置は、第２リリースワイヤが延びる第２出口を規定し、
　前記第２リリースワイヤは、追加的に１つ以上の前記半径方向拘束部材を解放するよう
に構成されていることを特徴とする、請求項３１に記載の留置装置。
【請求項３４】
　安全ピンは、前記第１出口によって選択的に収容可能な第１キャップと、前記第２出口
によって選択的に収容可能な第２キャップとの間を張り渡すことにより、前記第２キャッ
プを、前記第１キャップを第１の解放または前記安全ピンを取外さなければ解放すること
できないことを特徴とする、請求項３３に記載の留置装置。
【請求項３５】
　１つ以上の前記半径方向拘束部材は、前記ステント装置の第１部分を解放するように構
成され、かつ追加の１つ以上の前記半径方向拘束部材が、前記ステント装置の第２部分を
解放するように構成されていることを特徴とする、請求項３３に記載の留置装置。
【請求項３６】
　前記留置装置は、ガイドワイヤが経由して延在する第３出口を規定することを特徴とす
る請求項２９に記載の留置装置。
【請求項３７】
　前記ロッドは、初期の非線形配置における前記遠位端上の先端を規定し、かつ前記先端
を経由する前記ガイドワイヤの前進によって、前記先端が線形配置を規定することを特徴
とする請求項３６に記載の留置装置。
【請求項３８】
　前記ステント装置は、前記ロッドの前記遠位端上に、前記遠位端を越えて移動すること
を引き止めるための制止部材をさらに規定することを特徴とする請求項３７に記載の留置
装置。
【請求項３９】
　前記ロッドは、１つ以上の互いに離間し、前記ロッドから延在する突起を規定すること
を特徴とする、請求項２９に記載の留置装置。
【請求項４０】
　１つ以上の前記半径方向拘束部材は、少なくとも１つの滑り継手を備えることを特徴と
する、請求項２９に記載の留置装置。
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